
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
提
出

質

問

第

九

八

号

マ
ク
ロ
経
済
運
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

中

川

秀

�
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マ
ク
ロ
経
済
運
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書

明
確
な
マ
ク
ロ
経
済
運
営
の
基
本
方
針
を
確
定
し
、
政
府
・
日
銀
が
協
調
す
る
こ
と
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
目
標
に
つ
い
て

�

十
月
三
十
日
の
日
銀
の
物
価
展
望
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
今
後
三
年
間
デ
フ
レ
が
続
く
と
公
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
財
務
省

は
十
月
七
日
、
こ
の
日
に
予
定
し
て
い
た
一
〇
年
物
価
連
動
債
（
十
年
債
）
入
札
の
取
り
止
め
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
ブ

レ
ー
ク
・
イ
ー
ブ
ン
・
イ
ン
フ
レ
率
が
マ
イ
ナ
ス
一
〜
二
％
強
と
い
う
将
来
の
デ
フ
レ
予
測
が
背
景
に
あ
る
。
政
府
は
、

日
銀
の
デ
フ
レ
予
測
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
ま
た
、
デ
フ
レ
状
態
か
ら
日
本
経
済
は
い
つ
完
全
脱
却
で
き
る
と
考
え

る
か
。

�

日
本
経
済
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
実
額
で
示
す
と
四
七
九
兆
円
で
一
九
九
二
年
と
同
じ
規
模
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
失
わ

れ
た
一
〇
年
」
か
ら
「
失
わ
れ
た
二
〇
年
」
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
菅
�
人
副
総
理
は
、
二
〇
〇
三
年
八
月
十
九
日
の

『
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
で
、
「
実
質
成
長
率
が
上
向
き
だ
か
ら
い
い
な
ど
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
の
ま
や
か
し
だ
。
重

要
な
の
は
名
目
成
長
率
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
い
認
識
で
あ
る
。
日
本
を
背
負
っ
て
立
つ
世
代
の
方
か
ら
、

一



「
給
与
が
上
が
ら
な
い
と
い
う
現
実
に
、
国
と
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
か
」
と
い
う
ご
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
給
与
を
上
げ
る
に
は
名
目
成
長
率
を
上
げ
る
し
か
な
い
。
政
府
は
、
名
目
成
長
率
は
い
つ
ま
で
に
何
％
に
す
べ
き
と

考
え
る
か
。

�

Ｇ
Ｄ
Ｐ
ギ
ャ
ッ
プ
と
は
「
経
済
の
本
来
の
実
力
」
と
「
経
済
の
現
状
」
の
差
で
あ
り
、
「
経
済
の
本
来
の
実
力
」
を
引

き
下
げ
る
こ
と
で
Ｇ
Ｄ
Ｐ
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
失
業
者
の
溢
れ

る
日
本
を
日
本
の
本
来
の
姿
と
し
て
肯
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
銀
行
は
現
在
の
潜
在
成
長
率
を
〇
％
台
半

ば
と
し
て
い
る
が
、
政
府
は
こ
の
認
識
を
共
有
す
る
か
。
ま
た
、
日
銀
は
昨
年
十
月
に
は
「
一
％
台
半
ば
な
い
し
後

半
」
、
今
年
四
月
に
は
「
一
％
前
後
」
、
今
回
「
〇
％
台
半
ば
」
と
認
識
を
急
に
変
え
て
お
り
、
日
本
の
「
経
済
の
本
来

の
実
力
」
の
水
準
を
下
げ
て
い
る
が
、
政
府
は
こ
の
認
識
を
共
有
す
る
の
か
。

�

政
府
は
、
日
本
銀
行
が
試
算
す
る
と
こ
ろ
の
潜
在
成
長
率
〇
％
台
半
ば
の
経
済
を
放
任
す
る
の
か
。
引
き
上
げ
る
と
す

れ
ば
い
つ
ま
で
に
潜
在
成
長
率
を
何
％
ま
で
引
き
上
げ
る
の
か
。
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
経
済
政
策
は
何
か
。

二

政
府
・
日
銀
の
政
策
協
調
に
つ
い
て

�

欧
米
が
物
価
の
指
標
と
す
る
コ
ア
・
コ
ア
指
数
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
食
料
の
物
価
変
動
を
除
い
た
指
数
）
で
み
る
と
、
二

二



〇
〇
八
年
後
半
の
半
年
を
除
き
、
一
九
九
八
年
九
月
か
ら
物
価
下
落
は
一
〇
年
強
と
な
る
（
九
月
は
対
前
年
比
マ
イ
ナ
ス

〇
・
九
％
）
。
そ
し
て
、
民
主
党
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
た
「
高
速
道
路
無
料
化
、
高
校
授
業
料
無
償
化
、
自
動
車
関

係
諸
税
の
暫
定
税
率
廃
止
」
を
実
施
し
た
場
合
の
随
伴
的
効
果
と
し
て
、
こ
の
コ
ア
・
コ
ア
指
数
が
さ
ら
に
一
％
下
落
す

る
と
い
う
試
算
が
専
門
家
の
間
に
あ
る
。
良
い
物
価
下
落
、
悪
い
物
価
下
落
の
議
論
を
超
え
て
、
デ
フ
レ
ス
パ
イ
ラ
ル
に

拍
車
を
か
け
る
可
能
性
も
あ
る
。
七
〜
九
月
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
年
率
四
・
八
％
増
だ
が
名
目
の
成
長
率
は
年
率
マ

イ
ナ
ス
〇
・
三
％
で
あ
る
。
政
府
は
、
こ
の
プ
ラ
ス
の
実
質
と
マ
イ
ナ
ス
名
目
の
差
の
原
因
と
政
策
的
な
責
任
は
ど
こ
に

あ
る
と
考
え
る
か
。
日
本
銀
行
の
責
任
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
か
。

�

十
一
月
五
日
の
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
イ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
に
お
い
て
、
勝
間
和
代
氏
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

受
け
た
菅
�
人
副
総
理
は
「
デ
フ
レ
を
退
治
し
、
若
年
雇
用
を
大
き
く
改
善
す
る
と
い
う
勝
間
さ
ん
の
案
は
極
め
て
魅
力

的
」
「
日
銀
に
言
え
ば
や
っ
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
明
日
に
で
も
言
い
た
い
」
と
述
べ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
こ

の
日
の
勝
間
氏
の
提
案
を
ど
う
評
価
し
、
ど
の
部
分
を
取
り
入
れ
、
ど
の
部
分
を
取
り
入
れ
な
い
の
か
。

�

政
府
は
日
本
銀
行
の
独
立
性
を
ど
う
考
え
る
か
。
日
銀
に
は
政
策
手
段
の
独
立
性
は
あ
る
が
、
政
策
目
標
は
政
府
と
日

銀
が
政
策
合
意
を
結
ん
で
共
有
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
と
る
か
。

三



�

政
府
と
日
銀
は
デ
フ
レ
脱
却
と
一
〜
二
％
の
「
物
価
の
安
定
」
を
共
通
の
目
標
と
し
て
、
日
本
銀
行
が
一
層
の
金
融
緩

和
を
行
い
、
政
府
は
財
政
出
動
、
減
税
と
中
長
期
の
財
政
再
建
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
。
政
府
は

こ
の
マ
ク
ロ
経
済
政
策
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

三

雇
用
対
策
に
つ
い
て

�

デ
フ
レ
の
原
因
は
需
要
不
足
で
あ
り
、
三
〇
〜
四
〇
兆
円
の
規
模
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
の
規
模
の
国
民
に
と
っ

て
働
く
場
所
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
オ
ー
カ
ン
の
法
則
」
（O

K
U

N
’S

LAW

）
が
示
す
よ
う
に
、

日
本
の
一
九
九
〇
年
以
降
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
ギ
ャ
ッ
プ
が
三
％
大
き
く
な
る
と
、
失
業
率
は
一
％
上
が
る
。
雇
用
対
策
の
王
道

は
、
三
〇
〜
四
〇
兆
円
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
ギ
ャ
ッ
プ
を
解
消
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
府
が
今
後
編
成
す
る
第
二
次
補
正
予
算
の
経

済
効
果
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
ギ
ャ
ッ
プ
解
消
の
関
係
、
そ
し
て
、
第
二
次
補
正
に
盛
り
込
ま
れ
る
対
策
の
経
済
効
果
の
基
本
的
考
え

方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

�

雇
用
対
策
と
し
て
は
、
デ
フ
レ
の
克
服
と
同
時
に
、
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
の
壁
の
な
い
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
デ
フ
レ
克
服
と
同
時
に
、
労
働
組
合
の
連
合
と
政
府
と
の
「
定
期
協
議
会
」
等
の
場

で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
正
規
・
非
正
規
の
壁
の
な
い
新
た
な
労
働
ス
タ
イ
ル
の
確
立
を
提
案
す
る
考
え

四



は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

五


